
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
、
ひ
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱

第

日
一
震
一
労
働
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
に
関
す
る
修
正

労
働
者
派
遣
が
禁
止
さ
れ
る
日
雇
労
働
者
と
は
日
々
又
は
三
十
日
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
を
い
う
こ

と
と
す
る
と
と
も
に
、

旦
麗
労
働
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
の
例
外
と
し
て
、

「
一
雇
用
の
機
会
の
確
保
が
特
に
国

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
等
を
図
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
政

令
で
定
め
る
場
合
」
を
加
え
る
こ
と
。

(
第
一
条
に
よ
る
改
正
関
係
)

第

労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度
等
の
創
設
に
関
す
る
修
正

労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度
等
に
関
す
る
規
定
の
施
行
期
日
を
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
一
一
年
を
経
過

し
た
日
と
す
る
こ
と
。

(
第
一
条
及
び
第
二
条
に
よ
る
改
正
並
び
に
関
財
第
一

h

粂
関
係
)

第

物
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
に
関
す
る
修
正

物
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。

(
第
二
条
に
よ
る
改
正
関
係
)

第
四

常
時
一
雇
用
す
る
労
働
者
で
な
い
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
に
関
す
る
舘
正



常
時
一
一
雇
用
す
る
労
働
者
で
な
い
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
を
削
捺
す
る
こ
と
。

(
第
二
条
に
よ
る
改
正
関
係
)

第
五

検
討
条
項
の
追
加
に
関
す
る
修
正

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
、
び
派
遣
労
働

者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
常
時
一
雇
用
す
る
労
働
者
で
な
い
者
に
つ
い
て
の
労
働

者
派
遣
の
在
り
方
、
物
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
在
り
方
及
び
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
速
や
か
に
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(
附
則
第
三
条
関
係
)

信
用
ム
ハ

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


